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建設環境委員会会議録 

 

平成２４年８月１０日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５１分閉議（実時間１１０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （八代市環境センター建設事業の進捗状況

について） 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

  （電子入札システムの導入について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  堀 口   晃 君 

委  員  植 原   勉 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 環境部長      福 田   晃 君 

  環境センター建設課長 小 橋 孝 男 君 

  環境センター建設課 
           豊 田 浩市郎 君 
  主査 

 総務部 

  契約検査課長   桑 田 謙 治 君 

                              

○記録担当書記    寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（田方芳信君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

定刻となり定足数に達しましたので、ただいま

から建設環境委員会を開会いたします。 

 本日は、都市計画・建設工事に関する諸問題

の調査、生活環境に関する諸問題の調査を議題

とし、調査を進めます。 

                              

◎所管事務調査 

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター建設事業の進捗状況について） 

○委員長（田方芳信君） それでは、八代市環

境センター建設事業の進捗状況について、執行

部から発言の申し出があっておりますので、こ

れを許します。 

○建設部長（福田 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 福田部長。 

○建設部長（福田 晃君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

八代市環境センター建設事業の現在の進捗状況

等について、担当課長の小橋が説明申し上げま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）本日は、これまでよりも

少し突っ込んだ詳細な御説明ができるかと考え

ております。これまで御説明いたしました、御

報告いたしました内容から一歩進んだ内容を、

それから対外的な交渉を続けてまいりました結

果を少し御披露させていただきたいと思いま

す。 

 なお、委員長にお願いがありますが、本日の
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資料の中で、今後まだ検討を加えなければいけ

ない事項、それから変更が考えられる事項がご

ざいますので、御説明、御報告申し上げました

後に回収させていただきたいと考えております

が、よろしいでしょうか。 

○委員長（田方芳信君） よろしいです、は

い。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） よろ

しくお願いいたします。内容につきましては、

３部ございます。その中で、実施方針の素案と

建設事業のスケジュール案というのがありま

す。この２部につきまして回収をさせていただ

きたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、１枚物の環境センター建設事業に

ついての決まっている事項、それから、決まっ

ていない事項、それから、これから決める事項

という大きな３項目がございますが、これにつ

いて最初に御報告を申し上げます。 

 まず１点目の決まっている事項でございます

が、６つの項目を挙げております。 

 まず１つ目が、ごみ処理に関する市の方針と

いうことで、環境省のほうに提出しております

循環型社会形成推進地域計画というのがござい

ますが、八代市の方針としまして、ごみの総排

出量、平成２１年度に比べまして、平成２７年

度現在で５％削減という目標を掲げておりま

す。それからリサイクル率につきましては、平

成２１年度に比べて、平成２７年度で５％増を

目指しますという設定をしております。 

 それから枠の中に、これまで及び今後の取り

組みということで、有料指定袋の導入から生ご

み堆肥化事業などのことまで書いております

が、これにつきましては、これまでも、それか

ら今後も八代市として取り組んでいくというふ

うに考えております。 

 （２）番です。主要整備予定施設ほか及び概

算事業費です。大きく３つの施設を整備しよう

と考えております。１つ目がエネルギー回収施

設、これは建設費プラス運営費でございます。

ＤＢＯ対象施設でございます。それから②番、

マテリアルリサイクル施設、これは通称リサイ

クル施設と言っておりますが、これは建設費の

み。それから③番、管理棟、環境学習センター

ほか、これも建設費のみでございます。この建

設費のみという意味合いにつきましては、後で

実施方針の中で御説明いたします。 

 ３つの概算事業費ですが、基本設計段階で各

メーカーからアンケートをとりました平均値で

ございますが、２４０億円。内訳としまして、

建設費が１２０億円、運営費が２０年間で１２

０億円で設定しております。 

 （３）番、建設候補地です。平成２０年５月

のごみ問題等対策検討会から３地区４カ所の候

補地の提言がございました。その中から町内プ

ロジェクトで精査しまして、一昨年の４月１２

日の政策会議で加賀島地区を候補地として決定

しております。 

 （４）番、周辺同意についてです。４項目ご

ざいます。１点目、まず、この４月１２日の政

策会議の翌日の新聞で新聞報道しましたことに

対しまして、漁業関係者から反対表明がござい

ました。その後、約１年半かけ協議を進めまし

て、周辺漁業者から９項目の要望書が提出され

ております。それに対しまして、八代市より平

成２４年２月、ことしの２月ですが、回答書を

提出しております。その後、市が回答しました

内容につきまして、周辺の漁業関係者から建設

同意書が提出されております。 

 （５）番、炉の機種の決定についてでござい

ます。６名の委員から成る処理システム検討委

員会から２方式３機種が提言されております。

焼却につきましてはストーカ、溶融につきまし

てはシャフト炉と流動床炉です。 

 それから（６）番、事業手法ほかですが、こ

れまで中北にあります清掃センターは公設公営
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で行ってまいりましたが、いろいろな諸事情か

ら、今後は八代市にとってどんな方法がふさわ

しいかということを庁内プロジェクトで検討し

てまいりました。ＶＦＭ調査も行いまして、公

設民営（ＤＢＯ方式）に決定しております。そ

れから、今後事業者を進めていくに当たりまし

て、事業者選定に係るアドバイザリー業務委託

を平成２４年３月の定例議会で予算承認してい

ただいております。 

 それから大きな２番ですが、決まっていない

事項（協議中）と書いておりますが、現在協議

を進めている項目について挙げております。３

項目です。 

 １項目めが氷川町とのごみ処理の問題につい

て。これは氷川町のごみ処理って書いておりま

すが、自治体ごとでごみ処理施設を整備する必

要がございますので、基本的に、今、事務組合

のほうで鏡、千丁、東陽、泉のごみと氷川町の

ごみを合同で処理しておられますが、そのうち

環境センターのほうへ新市の枠組みでの鏡、千

丁、東陽、泉について、環境センターで処理す

ることにしておりますので、氷川町さんのごみ

が事務組合のほうで処理するということになり

ますが、その後、環境センターのほうと合同で

処理をされますかという協議をしておりました

が、これは自治体の御判断によりますので、現

時点ではまだ明確なお答えがいただいておりま

せん。 

 それにつきまして、今後、地域計画での連名

での申請が可能かどうか、それから供用開始後

に処理委託として氷川町が環境センターのほう

にごみを持ってこられるか、そういったいろい

ろな手法がございます。それは自治体の御判断

によるものになりますので、それも含めまし

て、現在協議中でございます。 

 それから、後でスケジュール表の中で御説明

いたしますが、県と国との土地取得に関する協

議を行っております。非常に手続に時間を要す

るという御説明がこれまであっておりましたの

で、後で御説明しますスケジュール表がなかな

か議会のほうにお示しできませんでしたが、一

つのめどが立ちましたので、本日御説明するこ

とになります。 

 （３）番、周辺漁業関係者からの要望に対す

る回答実施に関する協議ですが、昨日、この協

議の事前説明を行いまして、ようやく８月中に

第１回の会議が開ける予定になっております。 

 それから３番、これから決める事項でござい

ますが、環境センターの事業者を選定する作業

に入ってまいります。これまでも御説明いたし

ましたが、総合評価方式による一般競争入札と

いう方式を採用いたましす。その中で、事業者

選定委員会に諮ります内容でございますが、実

施方針、要求水準書、特定事業の選定、それか

ら運営期間、リスク分担ほか、このようなこと

を審議していただきます。 

 それから（２）番ですが、マテリアルリサイ

クル施設及び環境学習センター等の建設及び運

用形態について。熱回収施設、つまり焼却また

は溶融施設につきましてはＤＢＯで建設・管理

をお願いしようかと思ってるんですが、ほかの

施設、リサイクル施設や環境学習センターや管

理棟など、そういったものを市のほうで直轄で

運用ができるのか、それから、どういった運用

形態があるのか、そういったことを今後決めて

いきたいと考えております。 

 それから（３）番、将来予定地としておりま

す、施設を建てない面積のところがあります

が、そこに公園整備などを考えておりますけど

も、これにつきましても、先ほどの環境学習セ

ンター等と関係づけて整備できないかというよ

うなことで、今検討を加えているところでござ

います。 

 以上、大倉委員のほうから、これまでの経

緯、それから今後のことという前回の御質問が

ございましたので、それに対する回答という意
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味合いでこの文書をつくってまいりました。 

 続きまして、スケジュールのほうを御説明い

たします。Ａ３の１枚物でカラー刷りのほうで

す。 

 ここに５項目のスケジュールをつくっており

ます。一番上から環境影響評価、２段目が港湾

計画変更、３段目が臨港地区除外手続、それか

ら４段目がごみ処理施設の都市計画の位置指

定、最後に事業者選定手続及び実施設計建設工

事という５項目のスケジュールをつくっており

ます。 

 これまで交渉してきました２段目の港湾計画

の変更に関係します手続、それから都市計画決

定の位置の指定、このようなことで、ようやく

先方との協議が一定のところまで参りましたの

で、御報告を申し上げます。 

 まず、２段目の港湾計画の変更の手続をしな

ければ土地の取得がかないませんので、これを

するためにはどのような条件が要りますかとい

うとで、県の港湾課と交渉してまいりました。

その結果、環境アセスメントが終わらないと港

湾計画の変更手続には入れませんというのが一

つの条件でございましたので、来年の１１月、

環境影響評価の評価書公告・縦覧、これが終わ

りましてから、県知事意見が出た後なんですけ

ども、それが終わりましてから、初めて港湾計

画の変更手続が開始されますということのスケ

ジュールです。 

 それから６カ月たちますと、６カ月ぐらいこ

の手続がかかりますということですので、その

後、地方港湾審議会というのを開催されます。 

 それが終わりまして、約６カ月後に、この６

カ月間の間に県議会が開かれます。県議会のほ

うでこの土地を売り払ってもよろしいという承

認をいただかなければいけませんので、その手

続が終わりまして初めて県の２.６ヘクタール

の土地が取得できるということに、それが平成

２６年の１１月ごろになるであろうというふう

に言われております。 

 この手続が終わりませんと、今度は国の手続

に入れないということがわかりました。国は現

在が３.１ヘクタールがまだ海域でして、土地

になっておりません。それを未竣工から竣工手

続をする必要があると言われております。県の

地方港湾審議会が終わりましてから、今度は用

途変更承認というのを国が行います。それを行

いました後に、埋立竣工通知及び登記手続とい

うのに入ってまいります。その際に土地になっ

てまいりますので、八代市議会のほうで区域編

入の御承認をしていただくことになります。八

代市港町何とか番地という番地がついてまいり

ますので、ここで区域編入の市議会の議決が必

要になってまいります。 

 その後、所管手続等、これは財務局のほうに

１回譲渡される必要がございますので、所管換

手続というのがございます。これに３カ月間。

その後、ようやく八代市のほうに売っていただ

けるということになりまして、これが平成２７

年の１１月ごろになるであろうというふうに言

われております。ようやくそれが、すべての土

地が八代市の所有物になってから、いよいよ工

事着工ということになります。 

 私どもこれまで、この期間が約、県と国合わ

せまして３年ぐらいかかると言われておりまし

た。それをそのままお待ちしておりますと、目

標であります平成２９年の供用開始に間に合わ

なく、平成３０年度の終わりか平成３１年度に

かかるだろうと言われておりました。この交渉

をこれまで続けてまいりました。ようやく県と

国の御協力がありまして、このような短縮され

た手続になったというところでございます。 

 それから、３段目の臨港地区の除外手続です

が、地方港湾審議会が終わりましてから、熊本

県都市計画審議会というのを開催されます。こ

の所管がいろいろございまして、臨港地区は県

の管理下、それから臨港地区除外は市の管理、
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それにつきまして現在整理中ということです

が、県の都市計画審議会が終わりましてから八

代市の都市計画審議会を開催していただきま

す。４段目でございます。それが平成２７年の

１月ですね。平成２７年の１月になります。こ

の都市計画で、この都市施設という位置づけを

していただかなければいけませんので、それが

終わりませんと建築確認のほうの申請ができな

いということになります。計画通知が提出でき

ないということになります。このような、それ

ぞれに条件が設定されておりますので、それを

一つ一つ終えまして、初めて工事着手に向けて

スタートできるということになります。 

 それから一番最後に事業者を選定するスケジ

ュールを書いております。先ほど御説明しまし

た実施方針につきましても、――後で詳細に御

説明いたしますが、実施方針の公表というのを

行います。これは八代市の考え方でありますと

か、施設の考え方でありますとか、そういった

ものを書いたものでございます。 

 それから、ことしの１２月ぐらいに入札公告

というのを行います。これを受けまして、事業

者の方が応募していただけると。こういった条

件とこういった金額で募集いたしますというこ

とを入札公告をいたします。 

 それから、手を挙げられた事業者さんが設計

並びに検討書を書いてこられるんですが、それ

を事業者選定委員会でヒアリングしますのが来

年の今ぐらいというふうに考えております。そ

れで、最優秀の一番点数の高かったところと八

代市は契約することになるんですが、その後、

基本契約、事業契約という契約書を結びます。 

 それから事業者さんは設計に入ってまいりま

す。設計が終わりますのが、先ほど都市計画審

議会が終わって計画通知が出すことが可能であ

るという時期までにこの設計を終えていただき

たいというふうに考えております。 

 設計が終わりますと、いよいよ敷地の造成、

施工、それから本体の工事着手ということにな

りまして、現時点ではございますが、平成２９

年の１０月ぐらいを竣工というふうに見込んで

おります。あくまでもこれは現時点での協議の

結果を受けましてのスケジュールでございます

ので、県や国の御努力がもう少しあれば工事着

手ももう少し早まるのかなというふうには考え

ておりますが、まだお願いを続けていく必要が

あると考えております。 

 それから３点目の実施方針の素案について御

説明申し上げます。 

 前回の建設環境委員会のほうで骨子という部

分だけでしか御説明できないと申し上げました

が、部内で協議しました結果、出せるところ

は、報告できるところは報告していくべきでは

ないかという結論に達しまして、本日、案にな

ります前のまだ素案ではございますが、御報告

したいと考えております。 

 １ページ目をお開きください。 

 ここに用語の定義ということで、たくさんの

項目が書いてありますが、ここにこれまでの入

札行為とは若干違う言葉の説明がしてございま

す。非常にわかりづらい言葉がいっぱいござい

ますが、要は、八代市がこういうのを建てた

い、それに対して事業者さんが応募してくるわ

けなんですけども、それに対する金額に、設計

書はございませんので、設計できるような条件

をこちらから公表するというような手続で進め

てまいります。 

 細かくは読んでいただければわかるんですけ

ども、読んでいただいても少し御理解が難しい

ところもございますけども、それはおいおい、

今後、事業者選定委員会の進める上で、またホ

ームページにアップする前に御報告させていた

だきたいと考えております。 

 それでは、４ページ目をお開きいただきたい

と思いますが、ここに、特定事業の選定に関す

る事項という大きな２番がございます。 
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 その中に、（２）番に事業の目的。これは前

回、この概略版を御説明しておりますが、ここ

に先ほど申し上げました、ごみの量は５％削減

したり、リサイクル率は５％増加をしたりとい

うことを①番のほうでうたっております。それ

から、この上に２１分別などはこのまま今後も

進めます。それから最大のテーマであります、

①の３段目ですか、資源が循環する、ごみゼロ

のまちを目指しますということを八代市の環境

基本計画のほうではうたっております。 

 それから②番のほうでは、整備方針の基本方

針を示しております。４つの大きなタイトル。

これは処理システム検討委員会のときにも機種

を決める上で重要なポイントでございました。

資源の有効利用により、できる限り最終処分し

ない施設から、④の周辺と調和し、市民に親し

まれる環境拠点施設と、この４つの項目でこの

施設整備を行ってまいります。 

 続きまして、５ページをお開きください。 

 ここには（３）番に事業概要と書いておりま

す。これは、どんな施設をどのような体制で管

理していくのかという大きな流れを書いており

ます。 

 事業期間でございますが、あくまでも現時点

ではございますが、平成２５年の９月ぐらいか

ら平成４９年の９月ぐらいまでの２４年間を管

理期間といたします。 

 それから、契約の形態につきましても②番で

書いております。建設事業者と契約するのが１

本、それから運営事業者と契約するのが１本。

しかし、提案者は１者でございます。グループ

として提案してまいりますので、契約本数は大

きくは２本でございますが、提案者は１者であ

るというふうに考えていただいて結構かと思い

ます。 

 それから、６ページをお開きください。 

 事業スケジュールの予定を書いております。

大体年内は月１回ぐらいの会議のペースで進め

てまいりたいと考えております。それから、入

札公告は（５）番の⑨番ですが、入札公告を年

内に行えればというふうな計画でおります。

で、落札者の選定でございますが、来年の６月

ぐらいを今目指しております。基本協定、仮契

約ですが、その次の月の７月、ですから議会の

ほうで御承認いただくのは来年の９月ぐらいを

めどとしております。それから、契約の開始

が、供用開始の開始が平成２９年度末と。これ

はちょっと余裕を見て末というふうに書いてお

ります。ちょっと予定よりも、先ほどのスケジ

ュールよりも半年ぐらいおくれたような格好で

書いておりますが、これも今後また詰めてまい

ります。それから、契約終了が２０年後の平成

４９年度末というふうに考えております。 

 続きまして、あと特定事業、選定手順などを

書いておりますが、ちょっとここはすごく中身

が長うございますので、１０ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 表１と表２を１０ページに掲載しております

が、この中で、市と民間事業者の役割分担とい

う項目で表をつくっておりますが、市は何をす

るのか、それから民間事業者は何をするのかと

いう役割分担でございます。例えば、用地の確

保は市で行います。測量地質調査も市で行いま

す。各種許認可も市で行います。環境影響評価

も市で実施しております。このような分け方で

す。 

 それから表２でございますが、ここから少し

具体的になってまいります。 

 まず、施設の設計は、この建物はどちらがや

るのか。それから施工は、この建物は市がやる

のか民間事業者がやるのかということで、まず

設計のほうなんですが、エネルギー回収施設か

らマテリアル、環境学習センター、管理棟、そ

れと公園等なんですが、これにつきましても基

本設計程度は民間事業者に全部やらせまして、

配置などを決めさせまして、エネルギー回収推
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進施設についてのみ実施設計まで行わせるとい

うようなやり方もあろうかと思いますが、これ

もどこまでやらせるかを今検討中でございま

す。 

 それから施工につきましては、できましたら

地元にできるだけ工事を発注したいと考えてお

りますので、エネルギー回収とマテリアルは民

間事業者でいいのではないかと――あ、違いま

すね。粗大ごみ系だけですね。それから資源処

理系統から環境学習センター、管理棟、公園な

どは地元でできるのではないかというような判

断を今、現時点ですがしております。こういっ

た区分けをした表をこの実施方針の中に載せる

必要がございます。 

 それから、あと手続関係、下のほうに書いて

おりますが。 

 それから、１１ページをお開きください。 

 ここでは、実際、具体的な管理体制を書いて

おります。運営段階という括弧書きしておりま

すが、ごみの搬入は誰が行うのか、それから記

録などは誰が行うのか、それから搬入管理は誰

が行うのか、それから真ん中の、運転管理はど

ちらがやるのか。それから真ん中あたりに、維

持管理は誰がやるのか、余熱利用管理は誰がや

るのか、こういう事細かく役割分担というのを

決めておく必要がございます。これが決まりま

せんと人件費が出せません、業者のほうは。で

すから、このあたりも慎重に今後検討していき

たいと考えてます。あくまでもこれはまだたた

き台の段階でございます。 

 それから、１２ページ、お開きください。 

 ここには、マテリアル推進施設の、先ほどの

運営の段階の役割分担をやはり書いておりま

す。現在、中北でもリサイクル部門につきまし

ては、基本的には市の直轄で行っております。

で、今回つくりますマテリアルリサイクル推進

施設につきましても、基本的には市のほうで運

営を、運用をやっていきたいというふうに考え

ております。 

 それでは、最後に１４ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 これは、今後事業者と契約をしていくわけな

んですが、先ほど大きく２本契約が発生する

と、契約書が発生すると申し上げましたが、そ

れを図にしたものでございます。事業スキーム

図（案）というふうに書いております。ちょっ

と少し詳しく御説明いたします。 

 八代市が上のほうに書いてありますが、ここ

で対事業者とどのような関係にあるのかという

ことで、まずマテリアルリサイクル推進施設、

環境学習センター、管理棟などの施工は八代市

が直接発注いたしますよという位置づけです。

例えば、これが地元に発注できれば地元に発注

したいと。それから、マテリアルの、今度は建

物の運営ですね。これにつきましても、市の職

員が直轄で行うのではなくて、民間に委託でき

たらと、民間活用という形をとりたいと。いろ

んな、指定管理者とかいろいろ形はあろうかと

思いますが、民間を活用したいと考えておりま

す。 

 それから右側に、市民の皆さんが直接搬入も

ございます。その際には、ごみの処理の手数料

が入ってまいります。それは八代市が行いま

す。それから、リサイクル業者さんも出入りが

ありまして、ここで売却収入があったり、資源

を運び出したりという作業がございますので、

そういう関係になります。それから、どうして

も処理できなかった不燃物、これにつきまして

は、ほんの少しではございますが、最終処分す

る必要がありますよということです。 

 それから真ん中に契約書が３つございます。

建設請負契約、それから資源化業務委託契約、

それから運営委託契約。これまでＤＢＯと申し

上げてきましたが、この一番右側の運営委託契

約、これが俗に言うＤＢＯですね。特別目的会

社をつくって、長期にわたって運営をするとい
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うことです。 

 それからＤＢＯの建設のほうなんですが、こ

の表自体はもともと大きな枠の中に民間事業者

というのが書いてありますが、これは熱回収処

理施設を対象にした契約内容でございます。で

すので、あとのリサイクルとか、そういったも

のは先ほど説明しました、一番上に書いてあり

ますもの、別契約になります。ですので、この

大きな枠の中の民間事業者さんは大手の炉のメ

ーカーでありますとか、ゼネコンでありますと

か、そういった方々との契約になるんですが、

この建設請負契約と運営委託契約、大きくこの

２本契約をすることになります。 

 それから真ん中に資源化業務委託契約とあり

ますのが、現在、中北の焼却灰などを菊池の民

間会社に埋立処分をお願いしてるんですが、そ

ういった契約になりますが、この契約をこの民

間事業者さんの中に入れるのか入れないのか

は、今現在、検討中です。といいますのが、今

回、焼却炉と溶融炉という２つの項目がござい

ます。で、焼却灰というのは廃棄物です。それ

から溶融スラグというのは有価物になります。

ですので、全く取り扱いが違いますので、これ

は民間事業者さんとの契約の中に、枠組みの中

に入れ込みますと、ちょっと種類が違いますの

で、これも今、どういった形でしたらいいのか

という、契約したらいいのかというのを今アド

バイザリーとも協議してるところでございま

す。 

 それで、まず建設のほうなんですが、これは

代表的なほかの自治体からの例で書いてるんで

すが、まずプラントの設計をする企業がありま

す。それからプラントの施工をする企業があり

ます。それから建築の設計をする会社がありま

す。それから建築の施工をする会社がございま

す。大体この４つの種類の方々がグループをつ

くってこられて、建設請負事業者というふうな

形になります。 

 それから運営のほうは、この環境センターの

ために特別に会社を設立していただくんです

が、これが運営事業者といって、２０年間です

ね、契約相手方として管理をしていただくとい

うような形になります。 

 そして今度は、事業者選定委員会のほうに応

募されてくるのは、この大きな枠組みの民間事

業者という名称、この方が建設と運営のほうを

取りまとめて、１者で応募してこられると。代

表者になります。そこの方のプレゼンを聞い

て、事業者選定委員さんは評価をするというこ

とになります。ですので、評価項目は建設と運

営の２つの項目が入ってまいります。 

 このような構成を、現時点でございますが、

考えておりますということ御報告を申し上げま

す。 

 以上で、本日の資料の御説明を終わらせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（中村和美君） はい、じゃ、委員長、

いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。今、１４ページ

見させていただいて、ほんと私たちの要望ちゅ

うのは、やっぱり地元の企業をぜひ使ってほし

いというのをまずやってもらいたいということ

をお願いしときたいと思いますが。部長、どや

んですか。 

○建設部長（福田 晃君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福田部長。 

○建設部長（福田 晃君） はい。地元の企業

でですね、できる分については、当然発注をし

たいと思っております。ただいま小橋が申し上

げましたように、基本設計というところまで

は、ここで言いますこの民間事業者ですかね、

プラント施工企業とか建築物施工企業、建設請
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負事業者さんがされますと思いますけども、実

際その後のリサイクルとか環境学習センターと

かですね、そういう形についての実績ができた

ら、そちらのほうは地元でできる可能性が十分

ありますので、一応そういうところは私たちも

それで精査しまして、地元でできれば地元、特

に公園とかですね、そういうものもですね、地

元でできれば地元でしたいし、当然工事のほう

もできるだけ地元のほうに、できる分は地元に

させたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（中村和美君） はい、いいですか。は

い、はい。なかなか今聞くと、業者さんたちも

広域になって、いろいろな業者さんが入札に来

るていうようなことで、市内の業者さんたちも

仕事なかったいという話も聞きますし、それか

らするとチャンスでもあるし、やっぱり市に税

金を納めておるところを大事にしなくちゃやっ

ぱり税金は集まらぬしということもありますの

で、そこはぜひいろいろな面でですね、地元

で、分析して、地元でできるのは極力地元に流

してやると。そうすることによって、地元も勉

強になるし、技術力もつくと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（植原 勉君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） 環境センター建設事業

についてていうのが大倉委員の要望で配付され

ておりますけれども、これについても質問して

よかっですか。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） はい。この中でです

ね、決まっている事項の中の４番目のところの

ですね、周辺同意についてていうのがあります

ね。これに漁協から９項目の要望書が提出され

たてありますけれども、この内容ちゅうのは、

私が記憶がないのかちょっとわかりませんけれ

ども、この内容ちゅうのをちょっとお教えして

もらいたいと思うんですけど。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。実は、この件につきましては３回ほど御説

明をしてるんですけども。今ちょっと資料を探

しておりますが、大きくは、例の市場に関する

荷さばき施設ですね。周辺に、すぐ近くに、そ

うですね、５００メートルぐらいのところに現

在魚市場がありますが、そこの前をパッカー車

が、ごみを積んだパッカー車が１日３００台か

ら４００台通るということを御説明しましたと

ころ、とんでもないと、そういうことじゃもう

ちょっと建設に賛成できないということで、最

初猛反対されまして、そのことを１年半ぐらい

協議を重ねさせていただきまして、回答とし

て、県が新しく整備します船着き場にですね、

県の土地なんですけども、県の埠頭用地なんで

すけども、そこに移転するというか、新設する

というような形で、それが一番９項目の中では

大きな事業になっております。 

 あとは、漁場を整備したり、それから球磨川

の流量を調整、前川のほうに少し水をください

とかですね、そういったことで――９項目読ま

せていただきます。 

 １点目が、周辺整備に伴う建設推進協議会の

設置をしなさい。 

 それから、ただいま申し上げました２点目

が、荷さばき施設を整備しなさい。 

 それから３項目が、アサリ漁場の恒常的な整

備をしなさい。 

 それから４番目が、藻場を造成して、魚がと

れるようにしなさい。 

 それから５点目が、簡易漁礁を投入して、魚
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のすみかをつくりなさいということですね。 

 ６点目が、隣にあります八代漁協さんがお持

ちの稚魚増殖センターへのエネルギーを供給し

てくれと。これにつきましては、余熱がありま

すので、熱を供給することは可能であると考え

ております。 

 それから７点目が、道路の整備といいまし

て、ちょっとここはほこりが非常にするもんで

すから、散水車を常設してくださいということ

です。 

 それから８点目が、先ほど申し上げました球

磨川本流と前川に流れ込む流量調整に関する協

議ちゅうことで、球磨川の水を少し前川に流れ

るように調整していただきたい。これは国交省

との協議になるんですけども、そういったお願

いをされております。 

 最後に９点目に、環境センターで事故が発生

したなら、必ず実害があった場合は被害補償し

てくれということです。 

 以上の９項目について御要望があっておりま

す。 

○委員（植原 勉君） はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、植原委員。 

○委員（植原 勉君） 今の９項目をのまれた

ということでございますけれどもね、ここの中

に非常に私も、中で８番目とアサリの漁場の確

保ですよね、これに荒瀬ダムの覆砂を入れてつ

くってくれぬかちゅうことを受けられたちゅう

ことですよね。そうすると、球磨川本流を前川

に流すと。だから、この裏にですね、重要港湾

指定をとって、５.５万トン岸壁を整備をする

という要素で、あそこん下のほうずっとしゅん

せつして掘りよっですよね。今も現在掘ってお

りますけど。そこの上に持ってきて、また覆砂

をして、その砂は低いところに流れ込むわけで

すけれども、そういうのがですね、何かこの八

代の清掃センターのこの９項目の中にあるちゅ

うことがですね、何ばしよっとだろうかなって

私も感じるところば、私は思うわけですね。 

 球磨川の本流と前川の水の配分については、

もともとあれは前川のほうに球磨川が直接流れ

てきてたんですけど、重要港湾を整備するとい

う要件から、金剛の鼠蔵のほうに球磨川の流れ

るあれを、堰をつくって変えたわけですよね。

そして、ここに５.５万トン岸壁をする計画を

持ちながら。 

 そして、またアサリはあそこに漁場を整備を

する、砂を持ってきて。そういうとこどういう

ふうに考えとっとだろうかて、非常にですね、

何か無責任な考えちゅうか、国、八代市、県あ

たりの税金の無駄遣いにするようなものがここ

にうかがえると思うんですよ。だから、そのア

サリ関係と球磨川本流の水の分離の使い道をさ

れたというその経緯をですね、説明してもらい

たいと思うんですよ。それは当然、担当課とし

ても、それは頭を抱えられたて思うんですよ

ね。いかがですかね、そこんとこ。だけん、こ

こは私外すべきだろうて思う。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。確かに御指摘のとおりの問題がやっぱあり

ます。しかし、今回の要望内容はですね、まず

地元の塩屋地区の皆さんが直接ここに船、船だ

まりに船の出入りをされている。それから観光

漁船をされている。それから大雨が降ったとき

に雨水と海水がまじる。それから、先ほどおっ

しゃいました航路しゅんせつの土砂のせっかく

掘った後に荒瀬の土砂を入れたらまたそこに流

れ込むじゃないかという問題、いろんな問題が

確かにございます。 

 しかし、環境センター事業を進める上で、こ

の要件を出された背景にはですね、やはりいろ

んな後継者の問題でありますとか、漁獲高の問

題でありますとか、いろんな問題があったとい
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うふうには聞いておりますが、八代市としまし

ても、これを全て一応のんではおりますが、八

代漁協の方の考え方からいきますと、まず実験

をしてくれと。今委員が御指摘のとおり、確か

に難しい問題ばっかりです。しかし、魚がとれ

るように、実験でもいいから、まずやってくれ

と、それから実施に移していこうという考えか

らの、この９項目の要望でございます。 

 ですから、可能な限り八代市として協力して

いただけないかというようなお願いも含んでい

るというふうに私たちは解釈しております。 

○委員（植原 勉君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） 今、小橋課長が説明さ

れたことはですね、大変、重要港湾についても

重大なことを抱えておるんですね。今、環境セ

ンターまで下るところに船だまりを越えて海の

航路ちゅうのを今、３年前にしゅんせつをされ

たんですよね。もうそこも埋まってしまって、

今、干潮時期には船も上ってこれないちゅうよ

うな状況に浅くなってしまってるんですよ。こ

れに、球磨川の流量をここにまた流すちゅうこ

とになったら、埋まるのがもっと早くなるて思

うんですよね。じゃ、大型船だまりをつくられ

た経緯とか、そういうのを環境センターの断れ

ないようなこの条件、２つのことについてです

よ、また逆行するようなことに戻って、漁協と

してもかえって不利な立場になっとじゃなかろ

うかて私は思うわけですよ。 

 そすとあと一つは、今、市場の前を３００台

通るというのが、非常に漁協さんも迷惑をされ

ると思うんですけれども、一番これをする前

に、魚をですね、市場にどれだけ出している利

用量とか、そういうのを何か調査もされない

で、ぽんとこれ受けられたような気がするんで

すよ。だから、もうちょっと、今、漁業者の戸

数とか、従事者の把握とか、漁獲をそこに出せ

る市場の使用量とか、そういうのをもうちょっ

と慎重に調査すべきことがあるんじゃないだろ

うかて思うんですよ。そうすっと、もうちょっ

と漁協の中の組合長、理事さんの話以外に、も

うちょっと末端の人の意見も聞いてですね、そ

こにアサリの漁場を覆砂を持ってきてすると。

非常にですね、航路も埋まって、本当にです

ね、干潮のとき、あれ上れないんですよ、今

は。 

 そうすっと、下は重要港湾で国の指定を受け

て、なったなったて喜んでいながら、片っぽは

ここの上に土砂ば持ってきて埋める、埋めるよ

うな要素を持ってくると。球磨川の水も今度は

そっちに流してくっと。何ばしとっとだろうか

て。 

 もう本当にですね、私も漁協の組合員なんで

すけれども、全くですね──どっちもそれは大

事ですけれども、でけないことはでけないて、

９項目から外すべきじゃなかっだろうかて思う

んですよ。そこんところ、どんな考えとんなっ

か、まあ１回ちょっと、協議をなされるのか。

この９項目について、それをもう一回再考して

もらうとか、でけぬとですかね。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） まず

１点目の水量の問題ですが、これは国交省とも

今数回打ち合わせは行っております。大きな問

題は球磨川漁協さんと八代漁協さんとの、何と

いうんですかね、漁法の違い、それからアユの

遡上のルートの考え方の違い、それから土砂が

確かに堆積するという問題、国交省も頭を痛め

ておられました。簡単ではないと。非常に要望

はされたものの、流量調整するということがい

かに難しいかということはよく御理解されてお

りました。 

 それで、まず現状を調べるということで今報

告をいただいております。水量の量の調査です
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ね、それをもう一度見直してみるということ

で、データ収集からさせてくれないかというこ

とで、国交省から今御回答いただいておりま

す。八代漁協さんのほうにもその旨御報告をし

ております。 

 それから、球磨川漁協の理事会にも私呼ばれ

まして、この現状とこの要望があったことを御

説明しましたところ、とんでもないと、逆なん

だと。今球磨川のほうが水が本当は少ないんだ

ぞということをおっしゃいまして、なかなか漁

協さん同士でも考え方、それから認識度が全く

違うということを改めて知りました。 

 ですので、この問題は、あしたからすぐ堰を

広げて流量を前川に流し込むということはでき

ないそうです。ですので、両漁協さんとも話し

合っていくということで、今国交省とは協議を

重ねているところです。数年かかるというふう

にはおっしゃってました、結論が出るまでに。

そうしないと、アユの遡上の問題が、今、六中

の前のあの川を上っていくそうです、ほとんど

のアユが。ですので、前川のほうを上っていき

ませんので、そのあたりが――全部じゃないと

思うんですけども。 

 今、流量の考え方が、八代漁協さんは７・３

で少ないと、前川のほうが少ないと。球磨川漁

協さんは６・４で、逆に球磨川が少ない。いつ

からそういうふうに少ないのかっていうのはお

っしゃらないんですけども、そういうふうに認

識度が違うということで、ちょっとこれ、答え

には非常に苦慮してるんですけども、まだ明確

な回答はしておりません。ただ、協議をさせて

くださいということで、今回は八代漁協さんの

ほうには御納得いただいております。 

○委員長（田方芳信君） 植原委員。 

○委員（植原 勉君） これ、私提案で申しま

すけれども、今球磨川にアユが遡上すっときに

ですね、内港の中が湾になっとって、内港から

上がってきたとが今の八代漁協の事務所のあそ

こで上れないわけですよね。だから、あそこを

本当は魚が通る何か橋をつくったり、あそこに

大きな土管を入れたりしてせぬと、あそこでで

すね、アユが遡上しきらぬで死んでしまうわけ

ですよね。 

 それとあと一つは、今、球磨川の前川のほう

に水を流すちゅうことで、今、課長も部長も知

っとっと思うけれども、萩原橋の上の砂利の堆

量てわかっでしょう。花火ば今しよっとこっで

すよ。何百万トンていう砂利があるんでしょ

う、あそこに。あれを前川のほうに流すと、あ

れ一気に、水害とか台風とか来たときには、今

度は、今、八代の外港のほうにあれは流れてく

るわけですから、これもまた整備をせぬばんと

ころが残っとるわけですよね。 

 だから、そういうのを十分配慮した上で、こ

の球磨川の水の流量、またこれを考えて、これ

をするのか、受けるのかちゅうのを明確にこれ

検討しとかぬと、安易にこれを受けてしまった

ら、なかなか後は難しい問題が起きてくっと思

うんですね。ということでよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。まず一番身近な

ところからですけど、実施方針の公表というと

ころで、公表されてから３カ月程度ぐらいしか

期間を置かずに特定事業・入札公告というふう

になっております。建設環境委員会として、８

日、９日で山口県のほうにですね、視察に行っ

て勉強させていただいたんですけども、やはり

八代市の置かれてる状況と違うという部分はあ

りますが、この実施方針のですね、検討にすご

い時間をかけて検討をされているというのがわ

かりました。そういった面からいくと、先が詰

まっているという部分もわからないではないん
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ですけれども、やっぱり２０年、３０年て使う

施設をですね、ここで決めるわけですから、十

分な時間をかけて取り組んでいただきたいとい

うところをですね、１つは要望しておきたいと

いうふうに思います。 

 それと、あわせてですけれども、債務負担行

為で施設の整備と運営費ということで分けられ

るわけですけども、運営費のほうで１２０億で

すね。これもまた視察してきたところと比較を

させてもらうんですが、防府のですね、クリー

ンセンター、八代と同じ１５０トンなんです

ね。ここがマテリアルリサイクルセンター、こ

ちらのほうまで含んで年間６億という運営費で

す。ですから、八代市の場合は焼却炉の施設の

ほうだけで６億程度を見込んでいるということ

ですので、少し、約１億、差額として１億の差

があるということもわかりました。実際そこの

部分の差額がありますので、もう一度ですね、

５億でできないのかというところもですね、検

討をしていただきたいというふうに思っており

ます。 

 以上、もう要望で終わらせていただきたいと

思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（堀口 晃君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。幾つかありま

す、済いません、お尋ね、わからないところ

で。決まってる事項の中でですね、２番の主要

整備予定施設ほか概算事業ということで、業者

からのアンケートの平均値で１２０億と１２０

億で２４０億となってるんですが、建設費が１

２０億、先ほど、研修の中で行ったときに、炉

を建てるとき、大体１トン当たり５０００万ぐ

らいの概算をしてるという状況があって、私と

ころは、どっちだったかちょっと忘れました

が、４５００万円でしてるっていうことで、こ

のエネルギー回収施設とですね、マテリアルリ

サイクルの施設、で、管理棟、それぞれ建設費

が違うわけですよね。大体その１２０億の内訳

については、１２０億のうちのマテリアルリサ

イクル施設が幾らぐらいのやつなのか、そす

と、管理棟はどのくらいの規模なのかという、

その辺は概算ではしてあるんですか。これ全部

１２０億は建設費の中に入ってるんでしょう。

というふうに説明を受けたんで、じゃ、炉本体

の部分については大体幾らぐらい概算思って

て、そのうちのリサイクル施設と管理棟、学習

棟、こちらのほうの部分については、どのよう

な概算をして１２０億という部分をつけられた

のか、そこをちょっとお聞かせください。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） ちょ

っと手元に正確な数字がないんですが、基本設

計の条件のときに建築面積を与えました。例え

ば管理棟は１０００平米程度とか、それからリ

サイクルが４０００平米程度とか、そういうよ

うなことで、例えば鉄骨造でつくったり、コン

クリートでつくったりでは単価が全く違います

ので、提案の内容はほとんどが鉄骨造だったか

な、豊田君。鉄骨造だったかな。（環境センタ

ー建設課主査豊田浩市郎君「鉄骨とＲＣ」と呼

ぶ）ＲＣ。幾つかあったんですけども、提案の

中にはＲＣもありましたし、鉄骨もありまし

た。ですので、その平均値をとって合計しまし

たのが熱回収のほうで７５億、残り４５億です

か、４５億について、そのうちにリサイクルが

幾ら、それから管理棟が幾らというふうに、建

築面積で概算で各メーカーは出してるかと思い

ます。 

 ですので、これはつくりようですので、今後

この範囲内で、枠指定をした範囲内でしていく

と。ですので、基本的には事業者選定委員会の
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ときの債務負担行為は熱回収のみで打つ可能性

もございます。ですので、あとの地元に、例え

ば管理棟とかリサイクルを発注すると決定しま

したならば、この債務負担行為から４５億分は

引くというような形になろうかと思います。建

設費につきましてですね。ですから、７５億で

建設、１２０億の維持管理、合わせて１９５億

の債務負担行為になろうかと思います。 

 分け方です、これは。ほんとこれからの。で

すので、債務負担行為をしていくときに、ＤＢ

Ｏに対する債務負担行為ですので、２３年間

の、建設３年、維持管理２０年の、その打ち方

になりますので、そこはまた今後決めていきた

いと思いますが、今副委員長がおっしゃいまし

たリサイクル施設が何億だと、管理棟は何億だ

というのはまだ細かくは設定しておりません

が、おおむねこの範囲内には入ってくるかと考

えております。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ＤＢＯ方式で今回やる

ということで、今お話の中にマテリアルと管理

棟、学習施設を外すというようなことも考えら

れると。で、そう考えたときには、債務負担行

為は今建設費の１２０億というように予定して

おるんだが、それを変更にするということにな

るというふうなことになるわけですよね。そし

たら、いつこの債務負担行為の金額がはっきり

出てくるのかという。今この現状でいくと、大

体９月議会においてはもう債務負担行為はしな

いといけないという状況があって、もうあと１

カ月もない状況の中で議会が始まってしまう状

況がありますよね。この中で、じゃ、幾らにす

るのかっていうことを今から決めるということ

になるんですか。確認です。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 済み

ません、お手元の実施方針の素案の１０ページ

をちょっとお開きいただきたいんですが、ちょ

っと今副委員長御説明の中に若干違ってたとこ

ろがございましたので、ちょっとそこを御説明

させていただきます。 

 まず、債務負担行為を打つ時期でございます

が、スケジュールの中に１２月と９月の間に矢

印をしております。これは入札公告の前に予算

執行伺という形で通常とるんですけども、枠の

設定をしなくてはいけません。ただし今回は２

３年間という長期ですので、その枠の設定を入

札公告前ですので、１２月の入札公告の前ぐら

いに議会の御承認をいただければというふうに

は考えております。ですので、９月までとか１

０月までではございません。そこだけ、ちょっ

と時期の問題ですが。 

 それから１０ページのほうで、先ほど、まず

ＤＢＯで行いますのが熱回収施設の民間事業者

に丸がついてる部分ですね、施工のところの。

ここでエネルギー回収施設、真ん中に書いてあ

ります施設施工というところ、ここにエネルギ

ー回収施設がメーンでございまして、この下に

マテリアルの一部の不燃と粗大ごみの処理系統

だけを民間に施工すると。ですから、この額が

先ほど言いました７５億程度というふうに考え

ております。 

 で、残りの４５億円につきましては、下のマ

テリアル推進、環境学習、管理棟、公園などに

充てると。ですから、債務負担打っていただく

のは２３年間行います、この上の施設施工の計

量棟、エネルギー回収施設、マテリアルの一部

というふうに考えております。 

 ですので、あとは単費というか、地元発注の

部分で、もし債務負担から外した場合にです

ね、その残りのお金で設計と施工を行っていく

という考え方になります。ですので、設計変更

して出すのではなくて、あくまでも最初に枠取

りをするときに、この分け方で行いますと、計
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量棟とエネルギー回収とマテリアルの一部とい

うふうに考えておりますということでございま

す。変更ではございません。これから決めてい

くというところになります。実施方針を固める

中で、今１０ページに出してます案でよろしい

のかどうか、それを事業者選定委員会の委員の

先生方に審議していただくということになりま

す。ですので、現在決定しているわけでもござ

いませんので、あくまでも本日は素案として、

たたき台として御提案したというところでござ

います。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。 

 はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今の段階で私た

ちに知らせていただいてるのは建設費というこ

とであるから、炉本体が１２０億なのかという

ふうにちょっと勘違いしてたところがありまし

てですね。それでマテリアルリサイクル、管理

棟、学習棟がまた別途にすることになれば債務

負担行為も減ってくるという可能性はあるとい

うことですよね。（環境センター建設課長小橋

孝男君「はい」と呼ぶ）了解しました。そこで

ですね、――そこでじゃなくて、先ほど、決ま

ってない事項の中でですね、氷川町とのごみの

処理についてというのが、ちょっと私一番理解

できなかった。といいますのは、この間です

ね、お話をして、今回の環境センターの建設に

ついては一緒にやることはできないんだという

ようなお話をされてて、そこはもう完全にもう

切ってあるというようなことで、それ以外にま

だ協議中で、ごみ処理の話だったもんだいけ

ん、ちょっとわかりづらかったもんだいけん、

そこをちょっともう少し説明してもらっていい

ですか。（｢する必要はなかっだもん」と呼ぶ

者あり）うん、しないっていうのはこの前言っ

て、まだ協議中って言われとっけんが。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。済みません、ちょっと少し御説明、不足し

てたところございまして、申し上げます。 

 氷川町のごみ、氷川町とのて書かなかった理

由がございまして、氷川町のごみ処理について

と。で、地域計画を出すときに、県のこれは発

想なんですけども、施設をできるだけ少なくす

ると。で、広域化して、複数の自治体で１つの

処理施設で広域化した処理施設はできないかと

いうのをこれまでも模索されとったんですが、

そういったことで、事務組合という方法が非常

にどこの自治体もとっておられます。複数の自

治体で１つの処理施設をということで。 

 で、八代市が環境センターをつくるときに、

事務組合をつくる必要はないんですけども、周

辺の自治体さんと合同処理はできないかという

ことで、地域計画、２１年だったですかね、２

１年の９月に地域計画を出したんですけども、

そのときにお声をかけました、氷川町さんに。

合同でされませんかということでお声をかけま

したが、これは先ほども申し上げましたが、あ

くまでも自治体が決めることでございますの

で、そのときに明確な御返事はございませんで

したので、それからずっと協議はしておりまし

た。 

 で、そのときに、最初に国に出すときに１５

０トンという、１日の処理量をある程度暫定的

ではございますが、出さなければいけませんで

した。その中に、氷川町さんの１万３０００人

分の１３トン分を入れ込むか入れ込まないかで

相当な協議を行いました。しかし、明確な御回

答がなくて、地域計画を出すときに八代市単独

で出した経緯がございます。 

 それから一番大きな理由としまして、氷川町

さんが１万３０００人という人口要件で、地域

計画を出すときに５万人以上というのがありま



 

－16－ 

す、単独申請ができる自治体が。この要件がま

ず満たされてないということ。ですから、氷川

町さんがこの補助金とか交付金を使われる場合

は、必ずどこかと連名で出さなければいけな

い、そして足し算が５万人以上にならなければ

いけないというのがございます。ですので、組

み合わせが八代市とであればその要件は満たし

ます。しかし、その要件が必要とされたんです

けども、そのときに連名で地域計画は出されま

せんでした。一応声はかけましたけど。 

 それからずっと模索してきまして、いよいよ

私どもが実施方針を出す段階になってまいりま

した。このときに業者さんに１５０トンという

量を示さないと炉の大きさが決まりません。

で、見積もりをされるのに、提案されるとき

に、炉の大きさが、例えば１６３トンで出すの

か、それとも１５０トンの中に氷川町さんが入

ってますよとうたうのか、それが相当変わって

まいりますので。で、現時点では新市の、八代

市のごみが１５０トン炉が必要だよという実施

方針を出そうかと考えております。 

 で、ここで、じゃ氷川町さんから御要望があ

りましたのが、今、交付金の変更申請はできな

いのかと、要するに、１５０トンの中に氷川町

さんは入ってるんだよという変更申請できない

のかという問い合わせがございましたが、私ど

ものスケジュールをずっと以前からお見せはし

てたんですけども、なかなか御回答もなくて、

結局単独で、ずっと今まで単独の１５０トンの

炉を整備するという方向で八代市として進めて

まいった経緯がございます。 

 結局、今回、変更申請がもうできないという

ことが環境省の見解でわかりまして、それをや

るためには一番から環境アセスメントをやり直

す必要が出てまいりました。そうしますと、ま

た３年戻ってしまいます。これはもうどうして

も八代市として受けられない内容でしたので、

この前、氷川町さんに合同処理というのはもう

できませんよと、そのかわり、供用開始後に道

が２つありますと。 

 １つはクリーンセンターを使い続ける方法、

それからもう一つは環境センターにごみを委託

処理する方法、お願いをする方法。坂本村のと

きに中北清掃センターにごみ処理委託をされて

るんですけども、そういった形がとれる。この

２つがありますよということで申し上げました

ところ、いや、どうしても連名で変更申請した

いんだということをちらっとおっしゃいまし

て、それも検討しましたが、現時点で私どもは

手戻りがありますので、この実施方針に入って

いけませんので。地域計画を出すタイミングは

年に２回あります。９月と２月。ですので、９

月にこの実施方針の第１回目の会議をしようと

したときに、９月にもし変更申請しますと、ま

た半年この手続ができないと。そういったこと

がありまして、それからアセスメントのやり直

しが発生する、それから地元関係者に説明をし

直さなければいけない、こういったことがあり

まして、私どもとしては、現時点では地域計画

の変更は出せませんというふうなお伝えをした

ところでございます。 

 ですので、あと残された道は、供用開始後に

処理委託をする方法と単独で今の施設を、クリ

ーンセンターのストーカの焼却炉を使われる方

法がございますよということで、あくまでも最

終判断は各自治体であるということでございま

す。（｢要するに今する必要なかっだろう」と

呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ですからね、その決ま

ってない事項の中に、氷川町のごみの処理につ

いてっていうこの項目がなぜあるのかなと思っ

て。今小橋課長がおっしゃられたのは、前回も

同じようなことをお聞きして、同じように説明

いただいたのに、また長いなと思ったんですけ

ども。それを私たちも理解をしてるつもりだっ
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たんですけど、あえてまたここに氷川町とのご

み処理についてって出てくるもんだいけん、ま

た何か新たな協議が始まったのかなという部分

が、ちょっと誤解されるようなことだいけん、

ここはもう削除していいんじゃないですかね。 

 わかりました、了解です。 

 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。それと、これか

ら決める事項の中の１番目の総合評価方式によ

る一般競争入札についてというところで、防府

市と萩・長門の一部事務組合のほうで勉強して

きた中においてですね、非常に興味深いところ

がありまして、非価格要素と、そして価格要素

というふうな部分がありまして、防府の場合に

は７対３という割合で非価格要素を重視してい

らっしゃるという状況がある。今度は萩・長門

についてはですね、５０対５０という、５対５

という、フィフティー・フィフティーという、

非価格要素が５０で価格要素は５０という、こ

の決め方については、どこでどういうふうな形

で非価格要素、何点、これは何点で、それで総

合評価でどちらが落札するかというような、そ

の割合については、やっぱこれは事業者選定委

員会のほうで全部お決めになられるんですか

ね。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。実は、前回も建設環境委員会で御説明した

かと思うんですが、熊本市さんは６・４でござ

いました。それから今御案内がありました防府

市さんが７・３、萩市さんが５・５ですかね。

で、非常にこれは自治体で考え方も違います。

それから、提案する内容に、評価基準をつくる

ときの基準の重みの置き方によっても大分違う

と思います。 

 私どももこれから事業者選定委員会で決めて

いただくんですけども、評価基準を設定したと

きに、維持管理費ですね、建設費と維持管理費

を提案させるんですけども、お金の面では。そ

の見積金額をするときに、何というんですか

ね、評価基準をどちらにウエートを置くかと

か、それから提案内容によって、お金は、八代

市は財源が一番重要なんだと。それから、い

や、安定性と、それから安全性が一番重要なん

だということで、重みを置く割合だとこれは私

考えます。 

 ですので、どこの自治体をまねる必要はない

んですけども、極論言いますと、みんなメーカ

ーが同じ力で、安全性も保てて、安定稼働がで

きれば、極端に言いますと、価格入札だけでも

結構なことだと思うんですが、しかしそういう

わけにもいかない業界でございますので、この

総合評価方式が採用される、各自治体で採用さ

れてるんだろうと思いますので、八代市としま

しても総合評価方式で行くということはもう決

めておりますので、評価基準の重みづけについ

て、今後少し急いで検討していきたいと考えて

おります。それから事業者選定委員会でそれを

審議していただきたいというふうに考えており

ます。特にまだ何対何の割合は決めておりませ

ん。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい、済みません。そ

の３番目、公園の整備についてということで、

イメージ図を１回見させていただきまして、そ

の中に半分ぐらいが公園があったという。実

は、今回の東日本大震災であったりとか、八代

においても台風災害であったりとか、大規模な

災害が起きたときに、瓦れきの置き場に非常に

困ったという状況がございましてね、そのとき

に、いろんな形でどっかの場所を借りたりとか
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しなければならなかった状況があったんです

が、大規模災害があったときの瓦れきの置き場

にこの公園、公園は別に、あそこに皆さんが遊

びに行くっていうのはちょっと、子供さんたち

が自転車で行くのはどうかなと思うんですけど

も、その辺のところの大規模災害起きたときの

ですね、瓦れきの置き場みたいな、そういった

ところは何かここの公園を利用するということ

はできないんでしょうかね。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 実は

ですね、最初、ここの何番目でしたか、１番の

（４）番に周辺同意というのがございますが、

この中で八代漁協さん、鏡町漁協さん、それか

ら鮮魚商組合の皆さんと協議を重ねてきたんで

すが、観光漁船がここちょうど船着き場、船だ

まりがございまして、ほかの市とか県から来ら

れたお客さんが出入りをされる、乗りおりをさ

れる場所なんですね。その真ん前に瓦れきを積

むというのが、ちょっとイメージ的にちょっと

受け入れられないということを漁協関係者おっ

しゃいまして、そういうふうな使い方もできる

よねという話はされました。しかし、できれば

置かないでくれないだろうかというお願いは、

口頭ではありますが、当時ありました。 

 ですので、八代市としては、災害の瓦れき置

き場につきましては、これまでは探してまいり

ました。最初が、１６号のときは、外港の今、

株式会社津田さんという会社があるんですが、

その購入される前に、まだほかの人の持ち主だ

ったんですが、そこからお借りしたとか。それ

から外港にあいてます工場用地ですね、ヤマエ

久野さんとか、そういったところを候補地とし

て検討は加えておりますが、毎年その契約を更

新していかなければいけません、災害があろう

がなかろうが。そうしないと貸していただけま

せんので。そういった、確保する手間は今後も

かかっていくだろうとは考えておりますが、ま

だ公園の中に瓦れきを仮置きするかどうかって

いうのは、まだ決定しておりません。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 公園整備ということ自

体まだ決定してないという状況ですんでね、そ

の中の部分の一部としてですね、その辺の考え

方もあるんじゃないかというようなところもで

すね、検討の課題の一つに入れていただきたい

と思います。 

 委員長、済みません。 

○委員長（田方芳信君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） タイムスケジュールの

ことで、スケジュール表の中のですね、上から

３番目、臨港地区の除外手続についてというこ

とがございます。それと、ごみ処理施設の都市

計画の決定についてというところが２つ、２６

年度中に開催されるということになっておるん

ですが、その上の港湾計画の変更、こちらのほ

うとの整合性の中で、決まっていない土地のこ

とをですね、都市計画審議会で審議ができるの

かどうかっていうことの質問なんですね。 

 まだ取得もしていない、これからもらい受け

るであろうというふうなところの中での地番を

ですね、登記がされていない状況の中で地番の

決定ができるのかっていう。例えば、２７年度

に国有地を取得をするというところになってき

たときにですね、その後に都市計画があるなら

地番なんかも全部決まっておるんでしょうけど

も、まだ何も決まってないというところの用途

の変更の手続、国で言えばですね、用途の変更

の承認ぐらいがなったときに、八代市が都市計

画の審議会で地番の設定ができるのかどうかっ

ていう、この辺についてはいかがですか。 

○環境センター建設課主査（豊田浩市郎君） 

はい。 
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○委員長（田方芳信君） 豊田主査。 

○環境センター建設課主査（豊田浩市郎君） 

はい。お尋ねの件ですけども、一応県の港湾課

のほうと協議いたしまして、当初、初め、私ど

ももやはり土地を買った後の都市計画の決定が

ほんとじゃないだろうかという──まあ、本当

というか、どっちが本当なのかわかりませんけ

ど、そう考えておりました。 

 ただ、都市計画の考え方として、まず第１番

に、都市計画の位置の指定をしようとする建物

というか、施設が、八代市の都市計画上ふさわ

しいかどうかというのの判断というのを都市計

画審議会でしてもらうと、その後、都市計画の

決定を行いますという。ふさわしいからそこ

に、今回で言えばごみ処理施設の位置の指定を

行いますということが前提の考え方であります

ので、あくまで土地が八代市のものになってな

いから都市計画決定をするのがおかしいとかっ

ていう考え方ではないと考えております。 

 ですから、逆に言えば、そこに八代市が審議

会において、その位置がごみ処理施設の位置と

してふさわしいということであれば、その後、

その土地が八代市のものであろうとなかろう

と、それは後の話じゃないかという、一応結論

というか、県と協議の中で、そういう考え方も

ありますということである。極端に言えば、都

市計画の位置の指定をしてあれば、土地の収用

というのは法律上できるということで考えてお

りますので、そういうことから考えても、先に

都市計画の位置の指定をするというのは決して

おかしな手続じゃないというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 今回の場合にはね、土

地はまだ、今実際にあるんだけども、実際に海

ですよね。（環境センター建設課主査豊田浩市

郎君「はい」と呼ぶ）その海を、海だろうが何

だろうが、そこに八代市が認めればええってい

う話なの。例えば、ニュー加賀島、海の上に

ね、ここは八代市が清掃センター建つっとよ

て、それがふさわしいといえば、そこを都市計

画審議会で、ならそこは海の上であろうがオー

ケーだというふうな物の考え方でよかですか。 

○環境センター建設課主査（豊田浩市郎君） 

済みません。 

○委員長（田方芳信君） 豊田主査。 

○環境センター建設課主査（豊田浩市郎君） 

はい。済みません、その前段で、スケジュール

のほうに港湾計画の変更とかありましたんで、

今ここが八代市──港湾管理者は県なんですけ

ど、熊本県において港湾計画というのが指定さ

れてます。で、港湾計画のこれを変更する――

本来この港湾計画の変更がないと、確かにおっ

しゃるとおり法律上の整合がとれませんので、

港湾計画を変更することによって、八代市はご

み処理施設をつくれるというような状態に、港

湾計画上変更していただいた後、その後に都市

計画においてごみ処理施設の位置の指定を行う

というような流れとなりますので、今のスケジ

ュールからいえば、法律上の整合というのはそ

のことによってとれるんじゃないかということ

に思っております。 

 以上です。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長、済みません。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。済みません、ちょっと補足いたします。 

 確かに副委員長おっしゃるとおり、海に指定

することになります、この段階では。ですの

で、これは私どももそののままストレートに質

問したところでございます。しかし、海だろう

が土地だろうが、港湾計画でこの全体を、県と

国、全体をですね、港湾計画の変更をまずしな
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ければ、土地取得の手続に入れないそうです。

ですので、これをまずしていただいた後に、都

市施設としてそこふさわしいかという審議をし

ていただくということになりますので、それが

形状が土地であろうが海であろうが番地がつい

てなかろうが、それは余り審議の中では議論さ

れないみたいです。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

 最後に。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 要望だけで。非常によ

くできた実施方針ができてるんだろうと思いま

す。４ページのところにですね、事業の目的と

いうような、（２）番の事業の目的がございま

して、①、②というのがございます。その中

に、②の中において、私ども、何回もここ出て

きますが、資源の有効利用によりできる限り最

終処分をしない施設というようなところがござ

いますね、②番の基本方針の①番にですね。八

代市とすれば最終処分場の施設整備というのは

必要であるという認識があるというようなこと

を何回もですね、この建設環境委員会でもお話

をいただいてますし、議員の皆さんにもその周

知をしていただいてるというところだと思いま

す。 

 であるならば、１番のところにですね、早急

なる最終処分場の整備を行っていくというふう

なところのですね、文言も、今後の課題として

ですね、ぜひ入れ込んでいただければというよ

うなことをもって、最後に要望です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で八

代市環境センター建設事業の進捗状況について

を終了します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 小会にいたします。 

（午前１１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２５分 本会） 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

（電子入札システムの導入について） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、電子入札システムの導入について、執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

○契約検査課長（桑田謙治君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 桑田課長。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい。こんに

ちは。お世話になります。（｢こんにちは」と

呼ぶ者あり）本日は電子入札システム導入につ

いての御報告をしたいと思います。 

 業者の利便性や事務の効率化のため、今回、

建設工事及び工事関係業務委託に係る入札につ

いて、平成２５年４月１日からの電子入札を導

入するため鋭意準備を行っているところでござ

います。 

 そこで、電子入札の概要及び導入までの状況

等を当委員会に報告をさせていただきたいと思

います。まずは、先に配付しております資料に

基づきまして説明をしたいと思います。座らせ

ていただきます。 

 資料のほうは、裏表の１枚のレジュメを用意

しております。これに基づき説明をいたしま

す。 

 まずは電子入札とはでございますが、現在入

札におきましては紙書類によって行っておりま

す。指名通知、設計書閲覧、入札などについて

は、全て紙で行っておりまして、指名競争の場

合は、指名を受けられた業者さんは設計書閲覧

と、入札の場合は市役所の入札室のほうに出向

いていただいて、直接紙で入札をしていただい

ている状況でございますが、電子入札になりま

すと、指名通知、閲覧、入札などの入札手続に
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つきましては、パソコンとインターネットを使

って電子的に行うものでございまして、先ほど

言いましたように、わざわざ市役所に出向かな

くてもいいという入札に切りかえるものでござ

います。 

 続きまして、１番にありますように、導入の

経緯・背景でございますが、簡単に申し上げま

すと、国のほうでｅ－Ｊａｐａｎということで

電子政府・電子自治体の構築が叫ばれまして、

その一環として県と県内の市町村が熊本県・市

町村電子自治体共同運営協議会を設置しまし

て、その電子自治体の構築の中の一環として、

電子入札の検討を開始したところでございま

す。で、平成２０年には、本市の八代市地域情

報化計画に時間や場所に判断されずに、いつで

もどこでも簡単に行政サービスが受けられると

いうことで、電子入札の実施が盛り込まれたと

ころでございます。 

 続きまして、県内の導入状況を申し上げます

と、まず平成１７年に熊本市と県、熊本県が電

子入札システムの開発運用を開始をされまし

て、随時、平成２０年に宇土市、２１年に南関

町、２３年に益城町、山鹿市、天草市、上天草

市が導入されておりまして、平成２４年には菊

池市が予定をされているところでございます。

そういった各地の状況でございます。 

 それと⑥番目、本市内の業者さんの意向も確

認いたしとります。平成２３年７月に業者さん

に電子入札導入に関するアンケートを実施いた

しております。 

 で、回答率が８０％の回答率をいただきまし

て、回答業者の８５％が県の電子入札にもう既

に参加していらっしゃるということで、で、回

答業者９８％が電子入札を導入を希望されてる

状況が出てまいりました。これらを受けまし

て、先ほど申し上げましたように２５年４月１

日から電子入札を導入をするということで準備

をしているところでございます。 

 で、先ほど申し上げましたように、もう既に

市に登録してらっしゃる業者さんの大半が県の

ほうにも指名業者ということで、先ほど申し上

げましたように、もう既に県のほうは電子入札

を導入していらっしゃいますので、市内の業者

さんで県の入札に参加される場合は、もう既に

電子入札でされていらっしゃるちゅうことで、

そういったところから、県はしてるのに市はま

だ、なぜされないのですかという要望等も多々

あったところでございます。 

 以上が導入経緯、背景でございます。 

 次に、２番目のシステムの概要でございます

が、電子入札の導入に当たりましては、システ

ム開発や運用に係る経費削減、それと先ほど申

し上げましたように、既に県の電子入札に参加

してらっしゃる業者の利便性、経済性を考慮い

たしまして、熊本県及び県内市町村が共同で開

発運営を行います熊本県市町村電子入札システ

ムを活用することといたしております。 

 このシステムは、入札案件の登録から入札手

続、入開札を行います電子入札システムと発注

予定や入札・契約結果の登録から公開を行いま

す入札情報公開サービスシステムの２つのシス

テムから構成されております。 

 まずは、電子入札システムでございますが、

先ほども申し上げましたように、紙によって行

われていた入札手続をパソコン、インターネッ

トを使って電子的に行うものでございまして、

入札参加者は入札、閲覧手続に市役所に出向く

必要がなく、限られた期間内に、都合のいいと

きに事務所や自宅から入札が行えるというもの

でございます。 

 配付資料の図のほうを見ていただきますと、

中段部分に電子入札システムというのが書いて

あろうかと思いますが、まず、右側の共同利用

機関、県・市町村等というふうになっておりま

す。ここが発注者、市に当たるかと思います

が、発注者のほうで入札案件の登録を電子入札
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システムのほうに登録しまして、あわせて業者

さんのほうに指名通知を、システムにより通知

をするふうになっております。 

 指名通知を受けた業者は、電子入札システム

にアクセスしていただきまして、設計図書を閲

覧するとともに、入札期限までにパソコン、イ

ンターネット上で入札を行うということになり

ます。で、それで入札期限後、発注者が開札を

行い落札者を決定し、電子入札システムによ

り、また業者に入札結果を通知するという内容

でございます。これが電子入札システムでござ

います。 

 次に、もう一つのシステム、入札情報公開サ

ービスシステムというのがありまして、発注予

定や案件公告、入札・契約結果、有資格者の情

報等をインターネット上に公開するものでござ

いまして、入札参加者以外の一般の市民の方も

閲覧可能でございまして、迅速に簡単に入札契

約情報の入手が可能ということになります。 

 現在、入札結果につきましては、１週間後に

市ホームページに掲載していることを考えます

と、このシステム導入により、開札日に即日公

表できるようになりまして、業者さん、一般市

民の方も迅速に閲覧ができるというふうになり

まして、情報提供、情報公開にも大きく寄与す

るものと考えております。 

 以上がシステムの概要でございます。 

 次に、裏のページになりますが、導入による

効果・メリットというのをまとめております。 

 まずは業者のメリットということで、先ほど

来、何回も申し上げていますが、閲覧、入札の

ため市役所に出向く必要がないということで、

いつでも好きなときに事務所や自宅から閲覧、

入札が行えるちゅうことで、市役所に出向くま

での移動に要する時間とかコストの削減が見込

まれまして、業者にとっても飛躍的に利便性が

向上されるというふうに考えております。 

 また、次に、市民のメリットということで考

えておりますが、先ほど申し上げましたように

入札契約情報が迅速かつ簡単に入札情報公開サ

ービスシステムにより入手が簡単にできるとい

うメリットがございます。 

 そして３点目に、市のメリットということで

考えておりますが、まず事務の効率化、業務の

効率化が図られるということでございます。 

 それと、先ほども申し上げましたように情報

公開の推進等も図られるということで。それ

と、不正行為の防止ちゅうことで、これにつき

ましては、談合等の不正行為の防止が図られる

ちゅうことで、これは入札参加者同士が顔を合

わせる機会がなくなるということと、職員と業

者との接触の機会も少なくなるということで、

よりそういった談合等の防止に寄与するという

ことで、そういった効果も考えられるというこ

とでございます。 

 続きまして、環境への配慮ということで、こ

れは先ほど、電子化によるペーパーレス化、市

役所に出向かないことによるガソリン使用等の

削減による、少しでございますが環境への配慮

にもつながっていくメリットがございます。 

 続きまして４点目、電子入札システム導入に

よります経費でございますが、主な経費としま

しては、先ほど、県と県内の市町村での共同開

発運用のシステムを活用するということでござ

いますので、まずは開発費負担金と運用費負担

金が発生してまいります。開発費負担金という

のは、当初開発したものを人口割でそれぞれで

負担するものでございまして、これは平成１７

年の国勢調査人口をもとに算出をいたしており

ます。 

 開発費が１億３００万ほどかかっておりまし

て、八代市の人口と、県人口を２倍というの

は、これは県のほうも入っておりますので、県

内人口を掛ける２という形で出した結果でござ

います。その結果、３８０万程度の開発負担金

が生じる。これは導入時１回限りの負担でござ
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います。 

 で、次に運用費負担金、これは見込みという

形でしておりますが、これにつきましては、運

用費が１億４０００万程度、毎年かかっている

ようでございます。これにつきましては、参加

自治体を分母に、あとは八代市の人口で割り戻

すというような形で、これにつきましても当

然、県も入っておりますので、県全体の人口と

それぞれの参加する自治体の合計で負担するよ

うになっております。 

 これ見込みで、実際の請求はそのときの参加

自治体での計算になりますが、目安としまして

は年間、八代市の人口を考えた場合に５１３万

程度の負担金が発生するということでございま

す。これは毎年負担をしていくということでご

ざいます。 

 ただ、県のほうでも結構負担金が高額になる

ということで、先ほど申し上げました共同運営

協議会のほうでシステム等を見直しまして、安

く運用ができるように今独自で、さきよりシス

テムを構築するように検討を開始しておられま

す。その結果、これよりはさらに安くなること

が想定されておりますので、最高額ということ

で今考えていただければというふうに思いま

す。 

 あと、それぞれ導入経費ちゅうことで、初期

設定の費用とかカスタマイズ費用というのが平

成２４年度に独自にかかるちゅうことで、基本

的に準備経費として平成２４年度に２７０万と

いうことで。平成２５年度は先ほど言いました

開発費負担金が生じてまいりますが、それに運

用費負担金ということで９００万、あとは、そ

れぞれ単年度で５００万程度が発生するという

ふうな経費が、見込みがなされております。 

 最後にスケジュールでございますが、現在、

電子入札導入に伴います例規、契約規則、入札

心得等の改正を今月の法令審議会のほうにかけ

る運びとなっております。あと運用基準とそれ

ぞれの基準を随時制定を行うふうにしておりま

す。 

 あと、先ほど申し上げましたように、熊本県

市町村電子入札システムへの参加申請書とか、

このシステム会社、大もとが日立製作所になり

ますので、日立製作所とのシステムの供用開始

の契約と、あと業者への周知ちゅうことで、９

月１日号の市報に電子入札を導入するちゅうこ

とと、１０月２６日に業者さんを一堂に集まり

いただきまして、ハーモニーホールのホールで

業者説明会を予定いたしております。あとはセ

ットアップ作業とか、それぞれ業者さんもパス

ワード等が必要になりますので、パスワードの

発行等を行いまして、業者データあたりを登録

しまして、４月１日に運用開始を行うというこ

との運びとなっております。 

 ちなみに、業者さんの費用ということで考え

てみますと、業者さんにつきましては、先ほど

大半の方が県のほうの電子入札システムに参加

してらっしゃるということでございますので、

改めて経費ということは発生いたしませんが、

まだ参加してらっしゃらない方等につきまして

は、パソコン保有、インターネットに接続した

パソコン保有も、ほとんど９８％ほど、先ほど

のアンケートからしますとされてらっしゃるち

ゅうことで、そういったのは業務で使ってらっ

しゃるちゅうことで、改めて県のほうに入って

らっしゃらない業者さんとしましては、ＩＣカ

ードとＩＣカードリーダーを準備していただく

ふうになろうかと思います。その経費にかかり

ましては、ＩＣカードリーダーが１万円程度、

あとＩＣカードが年数に応じて変わってまいり

まして、１年だと１万５０００円、２年だと３

万円、４年だと５万円というような形になりま

すので、最高でも６万ぐらいは経費がかかって

くるというふうに考えております。 

 そういった経費比較しても、先ほど申し上げ

ましたように、業者さんにとっても大変なメリ
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ットがあろうかと思いますので、そういった御

理解はいただけるかと考えております。 

 簡単ではございますが、以上で説明といたし

ます。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。まず、このシス

テムが障害を起こした場合、入札どげんふうに

対応される予定でしょうか。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 桑田課長。 

○契約検査課長（桑田謙治君） システムも両

方ありまして、市のほうの電算、パソコン関

係、それと大もとのほうでございますが、これ

まで確認したところ、今のところシステム、大

もとの共同運用のほうは今のところそういった

システム障害等はなってないていうか、これに

つきましては、先ほど、大もとのベンダーが日

立製作所ということで、そういったシステムに

つきましても、かなり保守あたりもされてらっ

しゃるちゅうことで、常時、聞くところにより

ますと３名程度そういった保守点検あたりもさ

れてらっしゃるということで、先ほど言いまし

たように、そういった障害については、いまだ

なってないということで。 

 ただ、市側としまして、例えばパソコンを市

のほうは使うんですが、例えば、停電等が起こ

った場合とか何かにつきましては、事前にそう

いった電子入札が不可能ということになります

と、即時、業者さんに周知をいたしまして、入

札の延期等を通知をいたしまして、するような

考えはいたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。障害は少ないと

いうことでありましたけれども、起こらないと

も限らないんでですね、そこは万全の体制をと

っていただきたいというふうに思います。 

 それと、導入の効果・メリットというところ

で、メリットばかりが書いてあるんですが、デ

メリットもあるんではないかなというふうに思

うんですが、その部分をお聞きしたいというの

と、入札の落札率がどのように推移するという

想定をされておられるのか、お聞きしたいと思

います。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 桑田課長。 

○契約検査課長（桑田謙治君） デメリットに

つきましては、特に想定はいたしておりませ

ん。ただ、アンケート等にありましたように、

一部の業者さんにおいては希望しないというふ

うな回答もありました。その中でありました内

容としましては、高齢のためパソコン等、イン

ターネット等が使えないということで希望しな

いとか、一部ありましたように、先ほど新たな

導入経費負担、ＩＣカードリーダーとか、そう

いった新たな経費はかけたくないと、そういっ

たふうに回答されてる業者さんもいらっしゃい

ました、実際。ですから、それにつきまして

は、原則４月１日から、できれば、電子入札の

ほうに原則切りかえていくふうに考えておりま

す。ただ、そういった特殊な事情、状況等でで

きないという業者さんもいらっしゃる場合は、

ある程度期限を区切りましてですね、なれてい

ただくという、準備をしていただく期間という

意味で、ある程度の期間は紙入札も認めていく

ふうに考えております。ただ、それを認めてし

まうと併用、紙入札をされる業者さんもいらっ

しゃるといけませんので、せっかく導入した意

味がありませんので、ある程度期間を区切りま

して、業者さんに説明をさせていただきまし

て、切りかえていただくようなふうに考えてお

ります。 

 そして、デメリットちゅうのは、そういった
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希望されない業者さんもいらっしゃったという

ことで、特に大きなデメリットというふうに

は、ちょっと考えておりません。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 率の推移。 

○契約検査課長（桑田謙治君） ああ、済みま

せん。入札についてでございますが、これにつ

きましては、基本的には入札の方法、システム

を変えるということでございまして、紙から電

子入札に変えるちゅうことでございますんで、

特に指名の方法とか一般競争入札をするとか、

そういうふうな形については、電子入札制度に

伴いましてはちょっと直接は関連づけておりま

せん。そういった意味から、ただ紙から電子入

札への入札システムの変更ということでござい

ますので、特に落札率が下がるとか、そういっ

たふうには直接的には考えておりません。 

 ただ、こういった電子入札システムにつきま

しては、入札制度改革の一環ということでござ

いますので、あわせまして、そういった選定方

法とか一般競争入札の拡大とか、そういうのを

あわせて今後検討をしていきたいということ

で、これにつきましては平成２５年度から電子

入札を導入しますのも、来年度が新たな建設工

事関連の業務委託につきましては、平成２５年

度から新たにまた指名願が始まりますので、そ

ういった部分を含めまして、あわせて他の入札

制度改革を見直していきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。（委員大倉裕一君「いい

です」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（増田一喜君） いいですか、ちょっと

いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ちょっと関連したこと

なんですけど、今聞いとったら、全てを電子入

札にするっちゅうわけじゃないんでしょう。

（契約検査課長桑田謙治君｢はい」と呼ぶ）そ

うせぬと、今言われたように高齢でちょっとパ

ソコン使えませんとかいう人たちが、電子入札

だけにしてしまうと参加できなくなってくるち

ゅうことになるから、そこらあたりはどういう

ふうなやり方をされるんですか。 

○委員長（田方芳信君） 桑田課長。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい。先ほど

も言いましたように、基本的には原則電子入札

システムに切りかえるということで考えており

ます。ただ、先ほどもありました一部、ほとん

ど一部の業者さんは、そういったパソコン等に

取り扱いになれてないというふうな御意見もあ

りましたもんですから、即４月１日から原則電

子入札でないとだめということになりますと参

加できなくなりますもんですから。先ほど申し

ましたように、ある一定期間は併用も可能とい

うことで、その間、業者さんには電子入札に切

りかえていただきたいということで、お願い、

説得はしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それで、あくまで今回の場合は、建設工事と

工事関係業務委託でございます。物品、役務等

につきましては、今回電子入札システムの対象

にいたしておりません。これにつきましては、

物品、役務につきましては、業種とか業者さん

の数も多いということと、それぞれ物品、役務

につきましては入札の参加される件数も１件か

ら何件かまちまちなもんですから、全ての業者

さんにそういった電子入札を義務づけますと、

恩恵を受けられる方と、ほとんど指名も全然か

からぬとに、そういったシステムだけというこ

とになりますので、当面は入札回数の多い建設
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工事関係について電子入札システムを導入した

いというふうに考えております。 

 以上でございます。（委員増田一喜君「は

い」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で電

子入札システムの導入についてを終了します。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 ほかに当委員会の所管事務調査について、何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で本

日の委員会の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午前１１時５１分 閉会） 
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